
凡例
点名及び点がこの着色の基準点は、
以下の期間、本市の補正測量で
使用するため、
この期間にかかる保全（一時撤去）や
復旧等を申請された場合には、
作業を実施頂ける期間について調整を
させて頂きますので、御留意願います。

本市の測量作業期間
令和7年12月～令和8年3月末（予定）

公共基準点の保全：公共基準点を一時撤去せず同位置に保つこと

　　　　　　　　　又は公共基準点を一時撤去し同位置に設置すること

公共基準点の復旧：公共基準点を撤去し別の位置に設置すること

建設緑政局の補正測量で
使用予定の公共基準点
令和7年12月～令和8年3月末
（予定）


